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平成22年11月
東御市新図書館整備計画検討懇話会

Ⅰ　新図書館における図書館サービスについて
　東御市新図書館における図書館サービスについて、「これからの図書館像～地域を支える情報拠点をめざして～」（平成１８年文部科学省報告）や平成１９年の「東御市新しい図書館づくり研究報告書」等を参考に、課題解決支援サービスを中心としたこれからの図書館サービスの潮流、生涯学習社会の進展や情報社会への対応、東御市の図書館サービスや活動の蓄積、市民要望や将来展望等を踏まえ、以下のように提言します。

１　東御市らしい特徴ある図書館サービスの展開
（１）学校教育・子育て支援サービス

　　これまで築かれてきた学校教育・子育て支援をさらに充実、拡大していく

　ため次のサービスに重点をおく必要がある。

①　新学習指導要領の趣旨や学校貸出しの（団体貸出・クラス貸出）等の実績　

　を踏まえ、現在行っている上田地域図書館情報ネットワーク（エコール）を　

　活用し、児童・生徒の生きる力、学ぶ力が十分養われるよう引き続き支援す

　る。
②　児童図書、絵本等の蔵書の充実をさせるとともにロングセラー本の更新など蔵書の充実を更に図る。

③　お話し会やブックトーク※の開催など、子どもの読書に関わる様々な活動を工夫するとともに、調べ学習の普及に努める。

④　学級単位での図書館訪問及び学校の各教科に必要な資料を図書館に備えて活用できる体制づくりに努める。

⑤　学校図書（蔵書）の全てについてデータベース化を早期に実施し、利便性のアップと相互貸借の活発化を図る。

⑥　学校や地域、家庭へ学習支援を積極的に行う。

⑦　現在実施しているブックスタート事業をさらに継続充実するとともに、今

　後セカンドブック（例えば３歳児等）の検討も視野に入れたい。

⑧　ボランティア団体とも連携をとり効果的な事業を計画し「ことばと心」の

　通う温かなふれあいの時間をたくさんもつことの大切さを伝えていきたい。

　（※エコール…上田地域情報ネットワークの愛称　やまびこ（エコー）とライブラリーを組み合わせた造語。「いつでも、どこでも、誰にでも」を目指してして5公共図書館、長野大学付属図書館などがネットワークで結ばれ予約、貸出、返却ができる。）
　（※ブックトーク…本の内容について簡潔に語ることによって、聞き手自身が読書の楽しみに気づき、読書意欲をおこすようにすること。）　　　　　　　　　　　　　　　
（2） 行政支援サービス

　　「これからの図書館像（平成18年文部科学省報告これからの図書館の在り方検討協力者会議の提言）」は、公共図書館が今後展開すべきサービスの新たな視点として、図書館の有する資料・情報と司書の能力を活用して地域課題や個人的課題解決支援のための学校教育・子育て支援、医療情報、ビジネス支援、行政支援、法務情報等の課題解決支援サービスの展開を強く求めており、中でも日野市立市政図書室、小平市立地域資料室等が活発な行政支援サービスを展開している。

　　東御市においても、新図書館が市役所庁舎と一体という立地条件を活かし
市の職員、市議会議員は元より市民の図書館利用を更に促進し、市政に関心
を持ち市民生活や地域課題解決支援に役立てる行政支援サービスを一つの柱
にすることを提案する。

　　時代は地方分権型社会に進んでおり、地方が自治能力を高め住民福祉を推
　進することが求められている。市民が市政に関心を高め、市政に参画し発言
するためにも行政関係資料・情報が自由に入手でき、閲覧し、学べる社会的
インフラが必要になる。そのために積極的に法務情報、関係資料、地域資料・
行政資料、郷土史料の構築が必要になる。

　　このような行政支援サービスは全国的にもまだ数少ないが、今後多くの図
　書館が取り組むことが予測されている。東御市はその先駆的な図書館を目指
しサービスの柱にすることを期待する。

　

（3） くるみ・ぶどう等の農業・観光支援サービス・地場産業支援

　　東御市はくるみ・ぶどう・白土馬鈴薯・八重原米等が特産物であるので、それら地場産業・農業支援を図るため農業支援サービス・地場産業支援を新サービスとして位置づけたらどうか。また、観光面での支援サービスも検討されたい。
①  関係資料・情報構築を積極的に行う必要があり、例えば農文協・図書館との協力関係を確立し、連携、交流を深めることが重要である。

②　関係者・市民のニーズを的確につかみ、関係するセミナー等、学習・研修活動を提供する。

③　積極的な農業者や大学、関係機関・団体との連携を図ることが必須となる。

④　関係資料の構築に専業農家からの助言を受けられるシステムが必要である。

（４）雷電や丸山晩霞関係資料等の郷土資料を活用したサービス

　　東御市の地域文化の掘り起こしや継承、新しい東御市の文化の創造に役立ち、市民が主体となったまちづくりをすすめることができるような郷土資料・情報を網羅的に収集、保存、活用する。

　　そのために、郷土資料として雷電、丸山晩霞関係資料の徹底収集・整理をするとともに、利用者からの問い合わせや調査・研究への支援を行う。また、市に縁のある作家や在住作家の資料を充実させるなど、関係施設と連携し、これらを核としたサービスの展開もしていく。

　

２　これから重視すべきサービス
（１）ハイブリット図書館の整備と情報サービス

上記１のようなサービスを実現するためには、本・雑誌・新聞の印刷媒体とインターネット、データベース等の電子媒体を組み合わせるハイブリット型図書館※を整備する必要がある。

オンラインデータベース※は、信頼性も高く、新聞記事や論文情報を素早く検索できるため、この導入を検討するとともに、インターネット利用環境を十分整備されたい。具体的には、次のような整備充実が必要と考える。
1 インターネット端末の複数設置、持込パソコン用ブース、貸出パソコンの整備
2 各種新聞データベース、農業支援のために例えばルーラル電子図書館、JDreamⅡ、日経テレコン、LexisNexis（レクシスネクシス）、官報情報検索サービス、マガジンプラス等を積極的に導入されたい。

　③　ホームページの活用

　④　リンク集の整備

　⑤　パスファインダー※、レファレンス回答データベースの構築
　⑥　関係機関・団体のリスト等

なお、将来において新たな情報サービス（デジタルアーカイブなど）を行うことを考慮されたい。
（※ハイブリッド型図書館…情報化の進展に伴い電子媒体の利用を進め、印刷媒体とインターネット等による電子媒体を組合わせて利用できる図書館）

（※オンラインデータベース…ネットワークを利用して遠隔地から利用できるデータベースの総称）

（※パスファインダー…テーマに関する資料や情報を探すための手順をまとめた情報探索の手段・手法）
　
（２）テクニカルサービス（資料管理）の向上

　　次のようなテクニカルなサービスを重視したい。

　①　選書会議を充実するとともに、利用者のリクエストや利用傾向を十分配慮し、各分野の資料を幅広く収集する。（市蔵書基準による）

②　情報提供サービスを充実するため、利用者の調べるのに役立つパスファインダー、レファレンスデータベース等のテクニカルなサービスに積極的に取り組むとともに、分類・目録業務、データ入力、目録作成等も重視する。

　③　選書基準、延滞の処理、除籍手続き、除籍資料のリサイクル、リユース

　　等も重視する。

（3） 集会・文化事業

　　地域文化の創造、発信のために集会・文化事業も重視したい。

　　地元アーティストはじめ市民の文化的発表の場として活用するとともに、芸術文学鑑賞の場を積極的に提供する。そのために、小ホールの設置、多目的集会室、更には図書館に接する中庭の有効利用が必要である。
　①　学習会・講座・講演会・読書会

　　図書館まつりや講演会、各種講座、読書会等の集会文化事業の活発化

　②　文化事業の展開

　朗読会・語りの会・落語、コンサート、映画上映会、鑑賞会等を積極的

に開催し、地域文化を育て、楽しむ。

　③　資料展示会の開催、その他

　　　絵本の童画展、社会の動きなどの時期を捉えた資料の展示を開催する。
３　　これまでのサービスを継続発展させる
（１）利用者サービス（パブリックサービス）
　①　資料提供サービス（閲覧、貸出・返却、読書案内、リクエスト、予約処

　　　理）を継続的に実施し、発展させる。

　②　自動貸出機の導入等新図書館にICタグを活用した図書館システムを導入
　　　するとともに、自動返却機・予約機の導入も検討されたい。

③　視聴覚資料は地域で作成編集されたものの貸出しを主に考えられたい。
　④　レファレンスサービスの利用促進

　　　レファレンスサービス※の認知度を高め、利用促進を図られたい。その　　

　　　ために多様な資料、レファレンス資料の充実、ハイブリット図書館が必要である。市民自らの調査・研究の援助し、適切なレファレンスサービスが行える職員の確保、育成が重要である。

　⑤　相互貸借・協力　

　　　資料貸出時におけるインターネット予約について検討中の上、早期に実
施が望ましい。近隣の公共図書館や、県立・国会図書館及び研究等の専
門機関と日頃から連携を取り合い、相互貸借がスムーズに行えるようにする。

　

（※レファレンスサービス…何らかの資料や情報を求めている図書館利用者に対して、図書館職員が、求められている資料や情報を提示することによって援助すること、及びそれに関わる業務）
（２）利用者別サービス

　　① ヤングアダルトサービス　　　

中学校及び地域の高校との連携を図り、学習の内容に応じた資料の収集・提供に努めるとともに。青少年の読書環境を整備し蔵書の収集にも配慮する。読書活動の向上と調べ学習の推進を図る必要がある。

② 高齢者へのサービス

　　　　高齢者社会を迎え、高齢者の図書館利用が増大している。
健康で文化的な生活を保障する高齢者サービスは重要になってきており、図書館が高齢者にとって利用しやすい場所になるよう、館内を明るく快適な空間にし、滞在性を高めるようきめ細かな配慮や、新聞・雑誌の充実、大活字本などの資料の充実を今後も継続されたい。
また、高齢者が社会との接点を求めて参加できる交流の場となる行事も計画されたい。

③ 図書館の利用に障がいのある方々へのサービス　　

既存の図書館・関係機関との連携、相互貸借によりデイジー図書※等を提供するとともに、宅配等のサービスについても利用者のニーズを捉え今後検討されたい。

なお、ボランティアの養成、職員のスキルアップに努められたい。

④ 遠方居住者へのサービス　

現在、市立図書館より概ね２ｋｍ以上の地域を週１回３コースで、移動図書館車「しらかば号」により巡回している。

利用者拡大を図るためのコース・ステーションの見直し等を検討されたい。
（※デイジー図書…音訳者が視覚障がいを持つ利用者への情報提供を目的　　として製作した録音物で、一定の基準に基づいて、「文字、図、表等をでき
る限り忠実に音声化したもの」をいう。）
Ⅱ　管理運営について
　Ⅰに掲げた新図書館における図書館サービスは、将来を見据えたレベルの高いサービスを提言している。これらのサービスが実現されるかどうかは、職員体制の整備充実を図り、レベルの高い職員の確保、養成が極めて重要かつ急務である。

　また、これからは図書館を支える市民参加・協働が基本的条件となる。市民参加の方法にはボランティア活動をベースにするとともに、将来的には専門性の高いＮＰＯ市民団体との協働による運営を展望することが望ましい。

１　職員体制

　（１）　専門的職員集団の形成

　①　新図書館における図書館サービスを実現する絶対条件は、専門的職員集
団の形成である。新図書館は今以上に多くの入館者が見込まれ、サービス
内容、多層構造、フロアー面積等から職員体制の抜本的な充実が必要とな
る。
　②　図書館経営のリーダーとして、マネージャーとして、図書館長の重要性

　　が高まっている。県下には行政職だけでなく、県外から招聘された専門職
館長や公募館長が活躍している状況にある。新図書館開館後の運営の要
　　となる館長は大変重要である。

２　市民協働による図書館経営

（１）市民参加・協働による図書館づくり

図書館における市民協働は、次のように考えられる。
①　図書館は市民が学習・調査研究、情報入手、文学・芸術鑑賞、文化活動や交流の場として活用、市民は単に貸出の利用者であるだけでなく参加者、主催者であり、運営に参画することが求められている。
②　専門性を高めるためには豊富な経験、知識、技術等と意欲を持つ市民の力を活用することが重要で、市民と行政がコラボレートする市民協働が必要である。


③　図書館サービスを持続的に向上させ図書館を発展させていくために　は、職員の人事異動や変動に影響されることなく、市民がベースとなり図書館を支える仕組みが必要である。
（２）親子文庫、読み聞かせボランティア活動

児童・青少年、高齢者、障がい者等多様な利用者に対する図書サービスを
展開していくためには、必要な知識・技能を有する市民のボランティアの積極的な参加が望ましい。

そのため、活動に関する場所等の情報提供やボランティアの養成のための
研修の実施など、活動のための諸条件の整備をする。なおボランティアの自主的なそれぞれの活動を尊重し併せて支援する。

（例）・日常活動の中での利用者との対話
　 ・利用者との懇談会

・図書館ボランティア活動
（３）市民ボランティアルーム

市民による図書館サポーターやボランティア団体が活動するための支援活動の場の提供として、ボランティアルームが必要である。

　また、利用者が情報交換や談話する場所として軽食コーナー・カフェー　の設置が望ましく、これらの運営方法も検討されたい。

（4） その他事項

　地域の古文書等を収蔵保管する施設については、新図書館ではそのための十分な面積確保が難しい実態にある。
３　その他の管理・運営事項

（１）開館日

　　　年間開館日数（２１年度実績２７５日）を職員体制及び勤務体制の見直しをすることで年間２９０日程度の開館を目標とされたい。
（参考）現行の休館日
	・毎週月曜日

・国民の祝日に関する法律に規定する休日（月曜日の場合はその翌日）

・年末年始（12月28日から翌年の1月4日まで）
・図書整理日（毎月最終金曜日）

・特別整理期間（9月から10月のうち概ね４日間）


（２）開館時間

利用者のニーズを捉え、開館時間の延長を検討する。同規模、近隣の図
書館等の開館時間を参考に見直しをされたい。例えば、平日は午前９時から午後６時でとし、土・日は、早く開館して早く閉館するとか、週に１日は、午後８時までとすることを提案する。
（参考）現行の開館時間

	・午前10時から午後6時まで


　
（３）図書館におけるリスクマネジメント

　　①　個人情報の漏洩

利用者カード申込書、リクエスト申込書等の個人情報データの管理を徹
底する。

　　②　図書館マナー対応

館内飲食、携帯電話の着信と通話、席取り、大きな声で話す、音を出す

ことなどへの適切な対応を行う。

　　③　リスクに対する対応

火災や地震などにおける緊急対応マニュアルの策定をして緊急時の安
全性を確保する。また、損害保険への加入等を検討する。
（４）図書館管理システム

　　①　管理システム

現在の図書館は、図書の蔵書管理、貸出状況、予約状況、利用者管理等のカウンター業務をはじめ、図書の発注や受入,異動や廃棄処理、蔵書点検、データの集計等の事務業務、利用者向けの蔵書検索等の管理をシステムで行っている。これについては、継続して運用する。

　　　　上田地域図書館情報ネットワーク（エコール）の充実（情報検索等）を図る。
②　新システムの導入

ＩＣタグの導入により、利用冊数分をまとめて処理することができ、省力が図れると同時にプライバシーの保護ができる。セキュリティゲートの設置により盗難防止となる。また、蔵書点検の際ハンディスキャナにより効率化が図れるので導入をされたい。
Ⅲ　館内の配置計画（ゾーニング）案について

　

　　　新図書館は、市役所庁舎との合築が決定され、既存施設との一体的な利活用の方針のもと、高低差を考慮した多層建築となる。前述した新図書館でのサービスを展開するには、この多層建築構造をうまく利用した配置を考慮すべきであり、懇話会では大まかな配置計画案として、次の配置が望ましいと考える。

・東館２階（現舞台が丘会館１階）

　　　市役所からの入口部分に位置し、一般開架閲覧室とは異なる落ち着いた雰囲気の空間が予測される。したがって地域・行政資料や郷土資料を中心にした閲覧コーナーを配置し、閉架書庫を配置することが望ましい。
・２階（現舞台が丘会館２階）

　　　既存施設を活用した多目的集会室やボランティアルームなどが計画されいる。様々な文化活動や集会等への利用を考慮した配置とし、音響や空調にも十分配慮したものが望ましい。
・東館３階（市役所庁舎３階）

　　 図書館のメインな部分と考えられ、幼児や児童生徒の安全性を考慮すると出来るだけカウンター近くに幼児・児童の閲覧コーナーを配置するとともに、一般開架閲覧室としての利用が望ましい。出来るだけ多くの閲覧スペースを配置するとともに、調べ物に活用できるネット検索のためのコーナーも配置することが良いのではないか。
　　 幼児児童コーナーには「お話の部屋」的なスペースを配慮すべきであり、新聞・雑誌などを閲覧するブラウジングコーナー※は、この「お話の部屋」との距離に配慮することが望ましいと考える。
（※ブラウジングコーナー…新聞や雑誌などをソファー等でゆっくりくつろぎながら閲覧できるコーナー。）
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	吾妻　弘之
	
	会長　　前市立図書館協議会長

	
	2
	井出　吉澄
	
	図書館利用者

	
	3
	上原　泉
	
	お話ボランティア

	
	4
	久保田　道義
	
	図書館利用者

	
	5
	倉田　稔
	
	図書館利用者

	
	6
	酒巻　弘
	
	社会教育委員会議長

	
	7
	中澤　美樹
	
	親子文庫協議会会長

	
	8
	長張　和子
	
	副会長 

図書館ボランティア　元上田女子短期大学付属図書館司書

	
	9
	原　英正
	
	東御市学校長会

	
	10
	吉田　綾
	
	東御清翔高校図書司書
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